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本解説書の変更・廃止

販売実施期間
本解説書の料金プランの販売期間の定めはございません。

定義

（１３）みなし小売事業者

北海道電力管内　：　北海道電力株式会社

東北電力管内　：　東北電力株式会社

東京電力管内　：　東京電力エナジーパートナー株式会社

中部電力管内　：　中部電力ミライズ株式会社

北陸電力管内　：　北陸電力株式会社

関西電力管内　：　関西電力株式会社

中国電力管内　：　中国電力株式会社

四国電力管内　：　四国電力株式会社

九州電力管内　：　九州電力株式会社

（９）再生可能エネルギー発電促進賦課金：電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法（以下「再生
可能エネルギー特別措置法」といいます。）第36条第1項に定める賦課金をいいます。

（７）契約容量：契約上使用できる最大容量（キロボルトアンペア）をいいます。

（８）契約電力：契約上使用できる最大電力（キロワット）をいいます。

当社がお客さまに低圧の需要に応じて、送配電事業者の託送供給等約款（以下「託送約款」といいます。）に定める託送供給によ
り、電気を供給するときの電気料金その他の供給条件は、この料金プラン解説書（以下「解説書」といいます。）によります。なお、
本解説書に記載のない事項については供給区域の電気需給約款【低圧】に準じます。

(2) 当社が、本解説書を変更・廃止する際には、変更後の約款または廃止予定日を当社のホームページまたはその他の当社が適
切と判断した方法を通じて周知するものとします。

(1)  当社は、本解説書を変更・廃止することがあります。

(3)本解説書が廃止された場合、当社がお客様に対して供給条件の説明、契約締結前の書面交付及び契約締結後の書面交付
等を実施する際は、電気需給約款【低圧】第2条（約款の変更）に準じます。

電気事業法第2条1項第9号に定める一般送配電事業者で、お客さまの供給区域において託送供給等を行う事業者をいいます。

次の言葉は、それぞれ次の意味で使用いたします。ただし、下記に定めのない言葉については、一般送配電事業者の定める約
款等に準ずるものとします。

（１）低圧：標準電圧100ボルト又は200ボルトをいいます。

（２）電灯： LED、白熱電球、蛍光灯、ネオン管灯、水銀灯等の照明用電気機器（付属装置を含みます）をいいます。

（１０）燃料費調整額：お客さまが契約される地域を管轄している旧一般電気事業者であるみなし小売電気事業者が毎月定める「*

低圧供給に係る燃料費調整単価」に当該月のお客さまの使用電力量（キロワット時）を乗じた金額を適用します。 *当社はみなし小
売電気事業者の低圧自由料金プランの燃料費調整単価を適用いたします。

（１２）一般送配電事業者  

（５）契約負荷設備：契約上お客さまが使用できる負荷設備をいいます。

（６）契約主開閉器：契約上設定される遮断器であって、定格電流を上回る電流に対して電路を遮断し、お客さまにおいて使用す
る最大電流を制限するものをいいます。

（３）小型機器：主として住宅、店舗、事務所等において単相で使用される、電灯以外の低圧の電気機器をいいます。ただし、急激
な電圧の変動等により他のお客さまの電灯の使用を妨害し、又は妨害するおそれがあり、電灯と併用できないものは除きます。

（４）動力 : 電灯及び小型機器以外の電気機器をいいます。

（１１）グリーン料金： *プラス・グリーンのプランを契約されるお客様に対して適用される料金をいいます。グリーン単価に当該月の
お客さまの使用電力量（キロワット時）を乗じた金額を適用します。

2



（１４）小売電気事業者

（１５）託送供給等約款

(1６) 接続供給

(1７) 接続供給電力量

(1８) 夏季： 毎年7月1日から9月30日までの期間をいいます。

(1９) その他季: 毎年10月1日から翌年の6月30日までの期間をいいます。

(２０） 個別条件: 契約書または契約内容を記載した書面に定める個別の電力需給条件をいいます。

需給契約の成立及び契約期間

（１） 適用範囲

電灯または小型機器を使用する需要で、イまたはロのいずれにも該当するものに適用いたします。

（２）供給電気方式、供給電圧および周波数

プラン名称：　 ブライトプラン、    ブライトプラン　プラス・グリーン

供給電気方式および供給電圧は、交流単相2線式標準電圧100ボルトまたは交流単相3線式標準電圧100ボルトおよび
200ボルトとし、周波数は、標準周波数50ヘルツ（北海道電力、東北電力、東京電力管内）及び、60ヘルツ（その他区域）と
いたします。また、供給電気方式および供給電圧については、技術上やむをえない場合には、交流単相 2線式標準電圧
200ボルトまたは交流3相3線式標準電圧 200ボルトとすることがあります。

ロ．1需要場所において、動力を使用する需要(交流3相3線式標準電圧200ボルトで電気の供給を受けるものをいいます。
ただし、技術上やむをえない場合には、交流単相2線式標準電圧100ボルトもしくは200ボルトまたは交流単相3線式標準
電圧100ボルトおよび200ボルトで電気の供給を受けるものをいうことがあります。)に対する契約とあわせて契約する場合
は、契約電流と契約電力との合計(10アンペアを1キロワットとみなします。)が50キロワット未満であること。　ただし、当社お
よび一般送配電事業者が認めた場合はこの限りではありません。この場合、一般送配電事業者は、お客さまの土地または
建物に変圧器等の供給設備を施設することがあります。

イ．契約電流が5アンペア以上であり、かつ、60アンペア以下であること。関西、中国、四国区域に関しては6kVA未満の送
電容量であること。

(2)契約期間は、お客さまの申込日から、1年間といたします。但し、契約期間満了の1ヶ月前までに、お客さま、または当社の一方
から相手方に対する書面による意思表示がなされない場合には、電力需給契約は、自動延長されるものとします。

(3)前項の説明および契約期間延長時の交付の方法として、当社は、電磁的方法を用います。この電磁的方法とは、お客さまの電
子メールアドレスに電子メールにより送信する方法、または当社所定のホームページに掲載する方法によるものとします。但し、当
社が書面を交付することを妨げるものではありません。

(1)需給契約は、お客様からの申込みを当社が承諾したときに、約款の規定を契約条件として、成立いたします。

電気事業法第2条第1項第 3号に定める小売電気事業者をいいます。

電気事業法第18条に規定され、一般送配電事業者が供給区域における託送供給等に係る料金その他の供給条件を定
めた約款をいいます。

一般送配電事業者が当社から受電し、一般送配電事業者が維持および運用する供給設備を介して、同時に、その受電し
た場所以外の一般送配電事業者の供給区域内の場所において(電気事業法第 2 条第 1 項第 8 号イに定める離島を除
きます)、当社の小売電気事業への電気の供給の用に供するための電気を当社に供給することをいいます。

一般送配電事業者が当社に供給する接続供給に係る電気の電力量をいいます。

*プラス・グリーン：再生可能エネルギーの電気および *FIT 電気に環境価値を持つ非化石証書等を組み合わせることで、実質的
に再生可能エネルギー100％の電気を供給します。インバランス発生や修繕、事故、系統からの出力抑制依頼などやむを得ない
場合には、再エネ比率が 100%とならない場合でも追加の証書によりCO2 排出係数ゼロの電気を供給します。

*FIT 電気：FITとは再生可能エネルギー発電所で作られた電気を、電力会社が固定価格で一定期間買い取ることを国が約束する

制度で、国民の皆様の再生可能エネルギー発電促進賦課金を通じたご負担、及び非化石価値取引市場における*非化石証書の
売却収入により賄われています。

*非化石証書：非化石証書とは化石燃料に由来せずに発電された電気の価値が非化石証書として発行されるものです。小売電気
事業者が調達の上、お客様に電気と一緒に提供することで実質的なCO2排出量の削減が認められます。当社は、再エネ由来の
非化石証書を調達することで、実質的に再生可能エネルギー100％の電力を供給しております。

3



（３）契約電流等

（４）契約電力（実量制の場合）

【算定式】

契約主開閉器の定格電流（アンペア）×電圧（ボルト）×1/1000

なお、交流単相3線式標準電圧100ボルトおよび200ボルトの場合の電圧は、200ボルトとします。

契約主開閉器の定格電流（アンペア）×電圧（ボルト）×1.732 ×1/1000

(a)　供給電気方式および供給電圧が交流単相2線式標準電圧100ボルトもしくは200ボルトまたは交流単相3線式標準電
圧100ボルトおよび200ボルトの場合

②契約受電設備を増加される場合で、増加された日を含む1月の増加された日以降の期間の最大需要電力の値が
その1月の増加された日の前日までの期間の最大需要電力と前11月の最大需要電力のうちいずれか大きい値を上
回るときは、その1月の増加された日の前日までの期間の契約電力は、その期間の最大需要電力と前11月の最大
需要電力のうちいずれか大きい値とし、その1月の増加された日以降の期間の契約電力は、その期間の最大需要
電力の値といたします。

(b)　供給電気方式および供給電圧が交流3相3線式標準電圧200ボルトの場合

イ．　契約電流は、5アンペア、10アンペア、15アンペア、20アンペア、30アンペア、40アンペア、50アンペアまたは60アン
ペアのいずれかとし、お客さまの申出によって定めます。ただし、他の小売電気事業者から当社へ契約を切り替える場合
は、他の小売電気事業者との契約終了時点の契約電流を引き継ぐものとします。

ロ．　一般送配電事業者は、契約電流に応じて、電流制限器その他の適当な装置(以下「電流制限器等」といいます。)、ま
たは電流を制限する計量器を取り付けます。ただし、お客さまにおいて使用する最大電流が制限される装置が取り付けら
れている場合等使用する最大電流が契約電流をこえるおそれがないと認められる場合には、一般送配電事業者は、電流
制限器等または電流を制限する計量器を取り付けないことがあります。

イ．　各月の契約電力は、次の場合を除き、その1月の最大需要電力と前11月の最大需要電力のうち、いずれか大きい値
といたします。

①新たに電気の供給を受ける場合は、料金適用開始の日以降12月の期間の各月の契約電力は、その1月の最大
需要電力と料金適用開始の日から前月までの最大需要電力のうち、いずれか大きい値といたします。ただし、当社
から電気の供給を受ける前から引き続き一般送配電事業者の供給設備を利用される場合には、当社から電気の供
給を受ける前の電気の供給は、契約電力の決定上当社から電気の供給を受けたものとみなします。この場合、契約
電力決定上の必要事項は、お客さまより申し出ていただきます。

③契約受電設備を減少される場合等で、1年を通じての最大需要電力が減少することが明らかなときは、減少され
た日を含む1月の減少された日の前日までの期間の契約電力は、その期間の最大需要電力と前11ヶ月の最大需要
電力のうちいずれか大きい値とし、減少された日以降12月の期間の各月の契約電力（減少された日を含む1月の減
少された日以降の期間については、その期間の契約電力といたします。）は、負荷設備および契約受電設備の内
容、同一業種の負荷率等を基準として、お客さまと当社との協議によって定めた値といたします。　ただし、減少され
た日以降12月の期間で、その1月の最大需要電力と減少された日から前月までの最大需要電力のうちいずれか大
きい値がお客さまと当社との協議によって定めた値を上回る場合（減少された日を含む1月の減少された日以降の
期間については、その期間の最大需要電力の値がお客さまと当社との協議によって定めた値を上回る場合といたし
ます。）は、契約電力は、その上回る最大需要電力の値といたします。

ただし、契約電力を契約主開閉器での算定によりがたい場合は契約電力をお客さまと当社との協議によって定めます。

契約電力はイまたはロのいずれかによって定めます。ただし、イまたはロのいずれにも算定によりがたい場合は当社との協議に
よって定めます。

ロ．　契約主開閉器により契約電力を定めることとし、契約電力は、契約主開閉器の定格電流にもとづき、以下により算定
された値といたします。この場合、契約主開閉器をあらかじめ設定していただきます。なお、一般送配電事業者は、契約主
開閉器が制限できる電流を、必要に応じて確認いたします。

4



（４）電気料金

*プラス・グリーンの場合、電力量料金にはグリーン料金が含まれます。

詳細は別表の「料金表」に定める通りといたします。

解約金

このプランに解約金はありません。

1. 日割計算の基本算式
(1) 日割計算の基本算定

日割計算の基本算定は、次のとおりとします。

イ      基本料金、定額料金、最低月額料金または定額制供給の料金を日割する場合

1月の該当料金×日割計算対象日数／検針期間の日数

ロ      日割計算に応じて電力量料金を算定する場合

料金の算定期間の使用電力量により算定いたします。

①  電気の供給を開始し、再開し、休止し、もしくは停止し、または需給契約が消滅した場合

料金の算定期間の使用電力量により算定いたします。

別表

電気料金は、基本料金、*電力量料金、燃料費調整額および別表3.(再生可能エネルギー発電促進賦課金)(2)によって算定され
た再生可能エネルギー発電促進賦課金の合計といたします(消費税込み)。但し、解説書に記載の電気料金の合計と個別条件記
載の電気料金の合計に齟齬がある場合、個別条件記載の電気料金を優先いたします。

②  契約種別、契約容量、契約電力、力率等を変更したことにより、料金に変更があった場合

① 電気の供給を開始し、再開し、休止し、もしくは停止し、または需給契約が消滅した場合。

②契約種別、契約容量、契約電力、力率等を変更したことにより、料金に変更があった場合。

料金の算定期間の使用電力量を、料金に変更のあった日の前後の期間の日数にそれぞれの契約容量または契約
電力を乗じた値の比率により区分して算定いたします。ただし、計量値を確認する場合は、その値によります。

料金の算定期間の使用電力量を、料金に変更のあった日の前後の期間の日数にそれぞれの契約容量または契約
電力を乗じた値の比率により区分して算定いたします。また、低圧電力のお客さまにおいて、料金の算定期間に夏
季およびその他季がともに含まれる場合は、料金の計算上区分すべき期間の日数に契約電力を乗じた値の比率に
より按分して得た値により算定いたします。 ただし、計量値を確認する場合は、その値によります。

ハ　　日割計算に応じて再生可能エネルギー発電促進賦課金（最低料金の再生可能エネルギー発電促進賦課金を除き
ます。）を算定する場合。
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次のいずれかによって算定いたします。

参考のために取り付けた計量器によって計量された使用電力量といたします。

計量電力量／｛100 パーセント＋（±誤差率）｝

3. 再生可能エネルギー発電促進賦課金

前 3ヶ月間の月間使用電力量／前 3月間の料金の算定期間の日数×協定期間の日数

（４）参考のために取り付けた計量器の計量による場合

2. 使用電力量の協定

（３）再生可能エネルギー発電促進賦課金の算定

（１） 過去の使用電力量による場合

なお、公差をこえる誤差の発生時期が確認できない場合は、次の月以降の使用電力量を対象として協定いたします。

イ．お客さまの申出により測定したときは、申出の日の属する月

ロ．当社が発見して測定したときは、発見の日の属する月

イ．再生可能エネルギー発電促進賦課金は、その1月の使用電力量に(1)に定める再生可能エネルギー発電促進賦課金
単価を適用して算定いたします。なお、再生可能エネルギー発電促進賦課金の計算における合計金額の単価は、1 円と
し、その端数は、切り捨てます。

ロ．電力需要者の事業所が再生可能エネルギー特別措置法第１７条第１項の規定により認定を受けた場合で、電力需要
者から当社にその旨を申し出たときの再生可能エネルギー発電促進賦課金は、電力需要者からの申出の直後の５月の料
金に係る計量期間等の始期から翌年の４月の料金に係る計量期間等の終期（電力需要者の事業所が再生可能エネル
ギー特別措置法第３７条第５項または第６項の規定により認定を取り消された場合は、当該認定を取り消された日を含む計
量期間等の終期とします）までの期間に当該事業所で使用される電気に係る再生可能エネルギー発電促進賦課金は、イ
にかかわらず、イによって再生可能エネルギー発電促進賦課金として算定された金額から、当該金額に再生可能エネル
ギー特別措置法第３７条第３項に規定する政令で定める割合として電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に
関する特別措置法施行令に定める割合を乗じてえた金額（以下「減免額」という）を差し引いた金額とします。なお、減免額
の単位は、１円とし、その端数は、切り捨てます。

イ　　前月または前年同月の月間使用電力量による場合

前月または前年同月の月間使用電力量／前月または前年同月の料金の算定期間の日数×協定対象期間の日数

ロ　　前 3ヶ月間の月間使用電力量による場合

（５）公差をこえる誤差により修正する場合

（３）取替後の計量器によって計量された期間の日数が10日以上である場合で、取替後の計量器によって計量された使用電力量
によるとき。

（２）使用された負荷設備の容量と使用時間による場合

使用された負荷設備の容量（入力）にそれぞれの使用時間を乗じてえた値を合計した値といたします。

取替後の計量器によって計量された使用電力量／取替後の計量器によって計量された期間の日数×協定対象期間の日
数

　（１）に定める再生可能エネルギー発電促進賦課金単価は、「電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別
措置法施行規則」に準じた期間に使用される電気に適用いたします。

使用電力量を協議によって定める場合の基準は、原則として次によります。

（１）再生可能エネルギー発電促進賦課金単価は、再生可能エネルギー特別措置法第36条第2項に定める納付金単価に相当す
る金額とし、電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法第十二条第二項の規定に基づき納付金単
価を定める告示（以下「納付金単価を定める告示」といいます。）により定めます。

（２）再生可能エネルギー発電促進賦課金単価の適用

6



4. グリーン料金

200円（消費税込）

363円（消費税込）

6. 料金表

お客さまが、コンビニでのお支払いをご希望される場合、また、他のお支払い方法にて決済が出来ず払込票にてご対応いただく
場合、払込票発行手数料として１請求毎に以下の金額をお支払いただきます。なお、複数の供給地点をまとめてお支払いただく
場合は、１請求とみなします。

(2) 払込票発行手数料

5. 発行手数料等

お客さまが、電気料金その他の請求額の明細書の送付をご希望される場合には、請求書発行手数料として１請求毎に以下の金
額をお支払いただきます。なお、複数の供給地点をまとめてお支払いただく場合は、１請求とみなします。

(1) 請求書発行手数料

払込票発行手数料

請求書発行手数料

グリーン料金は、再生可能エネルギー調達費および非化石価値取引市場で調達する非化石証書の購入価格から算定いたしま
す。料金の確定次第、ホームページ等にて都度公表いたします。

供給区域
北海道電⼒

ネットワーク
東北電⼒

ネットワーク
東京電⼒

パワーグリッド
中部電⼒

パワーグリッド
北陸電⼒送配電 関⻄電⼒送配電

中国電⼒
ネットワーク

四国電⼒送配電 九州電⼒送配電

基本料⾦ 5A 136.40 132.00 114.40 128.69 96.80 133.65
（円）

10A 272.80 264.00 228.80 257.37 193.60 267.30

15A 409.20 396.00 343.20 386.06 290.40 400.95

20A 545.60 528.00 457.60 514.74 387.20 534.60

30A 818.40 792.00 686.40 772.11 580.80 801.90

40A 1091.20 1056.00 915.20 1029.48 774.40 1069.20

50A 1364.00 1320.00 1144.00 1286.85 968.00 1336.50

60A 1636.80 1584.00 1372.80 1544.22 1161.60 1603.80

最低料⾦ - - - - - 15kWh迄 15kWh迄 11kWh迄 -
（円）

- - - - - 266.97 269.88 329.12 -

従量料⾦ 第⼀料⾦     0kWh超
120kWh以下

    0kWh超
120kWh以下

    0kWh超
120kWh以下

    0kWh超
120kWh以下

    0kWh超
120kWh以下

  15kWh超
120kWh以下

  15kWh超
120kWh以下

  11kWh超
120kWh以下

    0kWh超
120kWh以下

（円/kWh） 26.00 21.00 22.00 22.00 20.00 22.00 21.00 22.00 20.00

第⼆料⾦
120kWh超

280kWh以下
120kWh超

300kWh以下
120kWh超

300kWh以下
120kWh超

300kWh以下
120kWh超

300kWh以下
120kWh超

300kWh以下
120kWh超

300kWh以下
120kWh超

300kWh以下
120kWh超

300kWh以下

29.00 24.70 26.00 26.00 23.00 26.00 27.00 27.00 23.00

第三料⾦ 280kWh超 300kWh超 300kWh超 300kWh超 300kWh超 300kWh超 300kWh超 300kWh超 300kWh超

29.80 27.50 29.00 28.00 24.00 29.00 28.00 29.50 26.00
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料金プラン解説書
スマートプラン

スマートプラン　プラス・グリーン

実施日：　2020年7月1日
(改定日：　2022年9月1日)

アストマックス・エネルギー株式会社
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本解説書の変更・廃止

販売実施期間

本解説書の料金プランの販売期間の定めはございません。

定義

（１３）みなし小売事業者

北海道電力管内　：　北海道電力株式会社
東北電力管内　：　東北電力株式会社
東京電力管内　：　東京電力エナジーパートナー株式会社
中部電力管内　：　中部電力ミライズ株式会社
北陸電力管内　：　北陸電力株式会社
関西電力管内　：　関西電力株式会社
中国電力管内　：　中国電力株式会社
四国電力管内　：　四国電力株式会社
九州電力管内　：　九州電力株式会社

（１４）小売電気事業者

当社がお客さまに低圧の需要に応じて、送配電事業者の託送供給等約款（以下「託送約款」といいます。）に定める託送供給により、
電気を供給するときの電気料金その他の供給条件は、この料金プラン解説書（以下「解説書」といいます。）によります。なお、本解説
書に記載のない事項については供給区域の電気需給約款【低圧】に準じます。

(1)  当社は、本解説書を変更・廃止することがあります。

(2) 当社が、本解説書を変更・廃止する際には、変更後の約款または廃止予定日を当社のホームページまたはその他の当社が適切と
判断した方法を通じて周知するものとします。

(3)本解説書が廃止された場合、当社がお客様に対して供給条件の説明、契約締結前の書面交付及び契約締結後の書面交付等を
実施する際は、電気需給約款【低圧】第2条（約款の変更）に準じます。

次の言葉は、それぞれ次の意味で使用いたします。ただし、下記に定めのない言葉については、一般送配電事業者の定める約款等
に準ずるものとします。

（１）低圧：標準電圧100ボルト又は200ボルトをいいます。

（２）電灯： LED、白熱電球、蛍光灯、ネオン管灯、水銀灯等の照明用電気機器（付属装置を含みます）をいいます。

（３）小型機器：主として住宅、店舗、事務所等において単相で使用される、電灯以外の低圧の電気機器をいいます。ただし、急激な
電圧の変動等により他のお客さまの電灯の使用を妨害し、又は妨害するおそれがあり、電灯と併用できないものは除きます。

（４）動力 : 電灯及び小型機器以外の電気機器をいいます。

（５）契約負荷設備：契約上お客さまが使用できる負荷設備をいいます。

（６）契約主開閉器：契約上設定される遮断器であって、定格電流を上回る電流に対して電路を遮断し、お客さまにおいて使用する最
大電流を制限するものをいいます。

（７）契約容量：契約上使用できる最大容量（キロボルトアンペア）をいいます。

（８）契約電力：契約上使用できる最大電力（キロワット）をいいます。

（９）再生可能エネルギー発電促進賦課金：電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法（以下「再生可能
エネルギー特別措置法」といいます。）第36条第1項に定める賦課金をいいます。

（１０）燃料費調整額：お客さまが契約される地域を管轄している旧一般電気事業者であるみなし小売電気事業者が毎月定める「*低圧

供給に係る燃料費調整単価」に当該月のお客さまの使用電力量（キロワット時）を乗じた金額を適用します。 *当社はみなし小売電気
事業者の低圧自由料金プランの燃料費調整単価を適用いたします。

（１２）一般送配電事業者  

電気事業法第2条1項第9号に定める一般送配電事業者で、お客さまの供給区域において託送供給等を行う事業者をいいます。

電気事業法第2条第1項第 3号に定める小売電気事業者をいいます。

（１１）グリーン料金： *プラス・グリーンのプランを契約されるお客様に対して適用される料金をいいます。グリーン単価に当該月のお客
さまの使用電力量（キロワット時）を乗じた金額を適用します。
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（１５）託送供給等約款

(1６) 接続供給

(1７) 接続供給電力量

(1８) 夏季： 毎年7月1日から9月30日までの期間をいいます。

(1９) その他季: 毎年10月1日から翌年の6月30日までの期間をいいます。

(２０) 個別条件: 契約書または契約内容を記載した書面に定める個別の電力需給条件をいいます。

需給契約の成立及び契約期間

イ．契約容量が6キロボルトアンペア以上であり、かつ、50キロボルトアンペア未満であること。

電気事業法第18条に規定され、一般送配電事業者が供給区域における託送供給等に係る料金その他の供給条件を定めた
約款をいいます。

一般送配電事業者が当社から受電し、一般送配電事業者が維持および運用する供給設備を介して、同時に、その受電した
場所以外の一般送配電事業者の供給区域内の場所において(電気事業法第 2 条第 1 項第 8 号イに定める離島を除きま
す)、当社の小売電気事業への電気の供給の用に供するための電気を当社に供給することをいいます。

一般送配電事業者が当社に供給する接続供給に係る電気の電力量をいいます。

(1)需給契約は、お客様からの申込みを当社が承諾したときに、約款の規定を契約条件として、成立いたします。

(2)契約期間は、お客さまの申込日から、1年間といたします。但し、契約期間満了の1ヶ月前までに、お客さま、または当社の一方から
相手方に対する書面による意思表示がなされない場合には、電力需給契約は、自動延長されるものとします。

*プラス・グリーン：再生可能エネルギーの電気および *FIT 電気に環境価値を持つ非化石証書等を組み合わせることで、実質的に再
生可能エネルギー100％の電気を供給します。インバランス発生や修繕、事故、系統からの出力抑制依頼などやむを得ない場合に
は、再エネ比率が 100%とならない場合でも追加の証書によりCO2 排出係数ゼロの電気を供給します。

*FIT 電気：FITとは再生可能エネルギー発電所で作られた電気を、電力会社が固定価格で一定期間買い取ることを国が約束する制

度で、国民の皆様の再生可能エネルギー発電促進賦課金を通じたご負担、及び非化石価値取引市場における*非化石証書の売却
収入により賄われています。

*非化石証書：非化石証書とは化石燃料に由来せずに発電された電気の価値が非化石証書として発行されるものです。小売電気事
業者が調達の上、お客様に電気と一緒に提供することで実質的なCO2排出量の削減が認められます。当社は、再エネ由来の非化石
証書を調達することで、実質的に再生可能エネルギー100％の電力を供給しております。

ロ．1需要場所において、動力を使用する需要（交流3相3線式標準電圧200ボルトで電気の供給を受けるものをいいます。　た
だし、技術上やむをえない場合には、交流単相2線式標準電圧100ボルトもしくは200ボルト、または交流単相3線式標準電圧
100ボルトおよび200ボルトで電気の供給を受けるものをいうことがあります）に対する契約とあわせて契約する場合は、契約容
量と契約電力との合計（1キロボルトアンペアを1キロワットとみなします）が50キロワット未満であること。　ただし、当社および一
般送配電事業者が認めた場合はこの限りではありません。この場合、一般送配電事業者は、お客さまの土地または建物に変
圧器等の供給設備を施設することがあります。

(3)前項の説明および契約期間延長時の交付の方法として、当社は、電磁的方法を用います。この電磁的方法とは、お客さまの電子
メールアドレスに電子メールにより送信する方法、または当社所定のホームページに掲載する方法によるものとします。但し、当社が書
面を交付することを妨げるものではありません。

プラン名称：　 スマートプラン、    スマートプラン　プラス・グリーン

（１）適用範囲

電灯または小型機器を使用する需要で、イまたはロのいずれにも該当するものに適用いたします。
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（２）供給電気方式、供給電圧および周波数

（３）契約容量

【算定式】

契約主開閉器の定格電流(アンペア)×電圧(ボルト) × 1/1000 

【算定式】

契約主開閉器の定格電流（アンペア）×電圧（ボルト）×1/1000

なお、交流単相3線式標準電圧100ボルトおよび200ボルトの場合の電圧は、200ボルトとします。

契約主開閉器の定格電流（アンペア）×電圧（ボルト）×1.732 ×1/1000

なお、交流単相3線式標準電圧100ボルトおよび200ボルトの場合の電圧は、100ボルトおよび200ボルトといたします。ただし、
契約容量を契約主開閉器での算定によりがたい場合は、契約容量をお客さまと当社との協議によって定めます。

契約電力はイまたはロのいずれかによって定めます。ただし、イまたはロのいずれにも算定によりがたい場合は当社との協議
によって定めます。

イ．　各月の契約電力は、次の場合を除き、その1月の最大需要電力と前11月の最大需要電力のうち、いずれか大きい値とい
たします。

①新たに電気の供給を受ける場合は、料金適用開始の日以降12月の期間の各月の契約電力は、その1月の最大需要
電力と料金適用開始の日から前月までの最大需要電力のうち、いずれか大きい値といたします。ただし、当社から電気
の供給を受ける前から引き続き一般送配電事業者の供給設備を利用される場合には、当社から電気の供給を受ける
前の電気の供給は、契約電力の決定上当社から電気の供給を受けたものとみなします。この場合、契約電力決定上の
必要事項は、お客さまより申し出ていただきます。

②契約受電設備を増加される場合で、増加された日を含む1月の増加された日以降の期間の最大需要電力の値がそ
の1月の増加された日の前日までの期間の最大需要電力と前11月の最大需要電力のうちいずれか大きい値を上回ると
きは、その1月の増加された日の前日までの期間の契約電力は、その期間の最大需要電力と前11月の最大需要電力
のうちいずれか大きい値とし、その1月の増加された日以降の期間の契約電力は、その期間の最大需要電力の値とい
たします。

③契約受電設備を減少される場合等で、1年を通じての最大需要電力が減少することが明らかなときは、減少された日
を含む1月の減少された日の前日までの期間の契約電力は、その期間の最大需要電力と前11ヶ月の最大需要電力の
うちいずれか大きい値とし、減少された日以降12月の期間の各月の契約電力（減少された日を含む1月の減少された
日以降の期間については、その期間の契約電力といたします。）は、負荷設備および契約受電設備の内容、同一業種
の負荷率等を基準として、お客さまと当社との協議によって定めた値といたします。　ただし、減少された日以降12月の
期間で、その1月の最大需要電力と減少された日から前月までの最大需要電力のうちいずれか大きい値がお客さまと
当社との協議によって定めた値を上回る場合（減少された日を含む1月の減少された日以降の期間については、その
期間の最大需要電力の値がお客さまと当社との協議によって定めた値を上回る場合といたします。）は、契約電力は、
その上回る最大需要電力の値といたします。

ロ．　契約主開閉器により契約電力を定めることとし、契約電力は、契約主開閉器の定格電流にもとづき、以下により算定され
た値といたします。この場合、契約主開閉器をあらかじめ設定していただきます。なお、一般送配電事業者は、契約主開閉器
が制限できる電流を、必要に応じて確認いたします。

(a)　供給電気方式および供給電圧が交流単相2線式標準電圧100ボルトもしくは200ボルトまたは交流単相3線式標準電圧
100ボルトおよび200ボルトの場合

(b)　供給電気方式および供給電圧が交流3相3線式標準電圧200ボルトの場合

ただし、契約電力を契約主開閉器での算定によりがたい場合は契約電力をお客さまと当社との協議によって定めます。

契約容量の値は、契約主開閉器により契約容量を定めることとし、契約容量は、契約主開閉器の定格電流にもとづき、以下に
より算定された値といたします。この場合、契約主開閉器をあらかじめ設定していただきます。なお、当社は、契約主開閉器が
制限できる電流を、必要に応じて確認いたします。

供給電気方式および供給電圧は、交流単相2線式標準電圧100ボルトまたは交流単相3線式標準電圧100ボルトおよび200ボ
ルトとし、周波数は、標準周波数50ヘルツ（北海道電力、東北電力、東京電力管内）及び、60ヘルツ（その他地域）といたしま
す。また、供給電気方式および供給電圧については、技術上やむをえない場合には、交流単相2線式標準電圧200ボルトまた
は交流3相3線式標準電圧200ボルトとすることがあります。

（４）契約電力（実量制の場合）
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（４）電気料金

*プラス・グリーンの場合、電力量料金にはグリーン料金が含まれます。

詳細は別表の「料金表」に定める通りといたします。

解約金

このプランに解約金はありません。

1. 日割計算の基本算式

(1) 日割計算の基本算定

日割計算の基本算定は、次のとおりとします。

イ      基本料金、定額料金、最低月額料金または定額制供給の料金を日割する場合

1月の該当料金×日割計算対象日数／検針期間の日数

ロ      日割計算に応じて電力量料金を算定する場合

料金の算定期間の使用電力量により算定いたします。

電気料金は、基本料金、*電力量料金、燃料費調整額および別表3.(再生可能エネルギー発電促進賦課金)(2)によって算定された再
生可能エネルギー発電促進賦課金の合計といたします(消費税込み)。但し、解説書に記載の電気料金の合計と個別条件記載の電
気料金の合計に齟齬がある場合、個別条件記載の電気料金を優先いたします。

別表

①  電気の供給を開始し、再開し、休止し、もしくは停止し、または需給契約が消滅した場合

料金の算定期間の使用電力量により算定いたします。

②  契約種別、契約容量、契約電力、力率等を変更したことにより、料金に変更があった場合

料金の算定期間の使用電力量を、料金に変更のあった日の前後の期間の日数にそれぞれの契約容量または契約電
力を乗じた値の比率により区分して算定いたします。また、低圧電力のお客さまにおいて、料金の算定期間に夏季およ
びその他季がともに含まれる場合は、料金の計算上区分すべき期間の日数に契約電力を乗じた値の比率により按分し
て得た値により算定いたします。 ただし、計量値を確認する場合は、その値によります。

ハ　　日割計算に応じて再生可能エネルギー発電促進賦課金（最低料金の再生可能エネルギー発電促進賦課金を除きま
す。）を算定する場合。

① 電気の供給を開始し、再開し、休止し、もしくは停止し、または需給契約が消滅した場合。

②契約種別、契約容量、契約電力、力率等を変更したことにより、料金に変更があった場合。

料金の算定期間の使用電力量を、料金に変更のあった日の前後の期間の日数にそれぞれの契約容量または契約電
力を乗じた値の比率により区分して算定いたします。ただし、計量値を確認する場合は、その値によります。

5



次のいずれかによって算定いたします。

参考のために取り付けた計量器によって計量された使用電力量といたします。

計量電力量／｛100 パーセント＋（±誤差率）｝

3. 再生可能エネルギー発電促進賦課金

（１） 過去の使用電力量による場合

イ　　前月または前年同月の月間使用電力量による場合

前月または前年同月の月間使用電力量／前月または前年同月の料金の算定期間の日数×協定対象期間の日数

ロ　　前 3ヶ月間の月間使用電力量による場合

2. 使用電力量の協定

ロ．電力需要者の事業所が再生可能エネルギー特別措置法第１７条第１項の規定により認定を受けた場合で、電力需要者か
ら当社にその旨を申し出たときの再生可能エネルギー発電促進賦課金は、電力需要者からの申出の直後の５月の料金に係
る計量期間等の始期から翌年の４月の料金に係る計量期間等の終期（電力需要者の事業所が再生可能エネルギー特別措
置法第３７条第５項または第６項の規定により認定を取り消された場合は、当該認定を取り消された日を含む計量期間等の終
期とします）までの期間に当該事業所で使用される電気に係る再生可能エネルギー発電促進賦課金は、イにかかわらず、イ
によって再生可能エネルギー発電促進賦課金として算定された金額から、当該金額に再生可能エネルギー特別措置法第３７
条第３項に規定する政令で定める割合として電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法施行令
に定める割合を乗じてえた金額（以下「減免額」という）を差し引いた金額とします。なお、減免額の単位は、１円とし、その端数
は、切り捨てます。

（４）参考のために取り付けた計量器の計量による場合

（５）公差をこえる誤差により修正する場合

なお、公差をこえる誤差の発生時期が確認できない場合は、次の月以降の使用電力量を対象として協定いたします。

イ．お客さまの申出により測定したときは、申出の日の属する月
ロ．当社が発見して測定したときは、発見の日の属する月

前 3ヶ月間の月間使用電力量／前 3月間の料金の算定期間の日数×協定期間の日数

（２）使用された負荷設備の容量と使用時間による場合

使用された負荷設備の容量（入力）にそれぞれの使用時間を乗じてえた値を合計した値といたします。

（３）取替後の計量器によって計量された期間の日数が10日以上である場合で、取替後の計量器によって計量された使用電力量によ
るとき。

取替後の計量器によって計量された使用電力量／取替後の計量器によって計量された期間の日数×協定対象期間の日数

使用電力量を協議によって定める場合の基準は、原則として次によります。

（１）再生可能エネルギー発電促進賦課金単価は、再生可能エネルギー特別措置法第36条第2項に定める納付金単価に相当する金
額とし、電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法第十二条第二項の規定に基づき納付金単価を定め
る告示（以下「納付金単価を定める告示」といいます。）により定めます。

（２）再生可能エネルギー発電促進賦課金単価の適用

　（１）に定める再生可能エネルギー発電促進賦課金単価は、「電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置
法施行規則」に準じた期間に使用される電気に適用いたします。

（３）再生可能エネルギー発電促進賦課金の算定

イ．再生可能エネルギー発電促進賦課金は、その1月の使用電力量に(1)に定める再生可能エネルギー発電促進賦課金単価
を適用して算定いたします。なお、再生可能エネルギー発電促進賦課金の計算における合計金額の単価は、1 円とし、その
端数は、切り捨てます。
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4. グリーン料金

200円（消費税込）

363円（消費税込）

6. 料金表

(2) 払込票発行手数料

お客さまが、コンビニでのお支払いをご希望される場合、また、他のお支払い方法にて決済が出来ず払込票にてご対応いただく場
合、払込票発行手数料として１請求毎に以下の金額をお支払いただきます。なお、複数の供給地点をまとめてお支払いただく場合
は、１請求とみなします。

払込票発行手数料

5. 発行手数料等

(1) 請求書発行手数料

お客さまが、電気料金その他の請求額の明細書の送付をご希望される場合には、請求書発行手数料として１請求毎に以下の金額を
お支払いただきます。なお、複数の供給地点をまとめてお支払いただく場合は、１請求とみなします。

請求書発行手数料

グリーン料金は、再生可能エネルギー調達費および非化石価値取引市場で調達する非化石証書の購入価格から算定いたします。
料金の確定次第、ホームページ等にて都度公表いたします。

供給区域
北海道電力

ネットワーク

東北電力

ネットワーク

東京電力

パワーグリッド

中部電力

パワーグリッド
北陸電力送配電 関西電力送配電

中国電力

ネットワーク
四国電力送配電 九州電力送配電

基本料金

（円/kVA）

従量料金

（円/kWh）
25.70 25.90

284.90 187.00 148.50

24.75 25.90

166.86238.70 231.00 200.20 214.50 145.20

31.00 27.80 29.00 27.30 23.40
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料金プラン解説書
基本料金ゼロプラン

基本料金ゼロプラン　プラス・グリーン

実施日：2021年4月1日
(改定日：　2022年9月1日)

アストマックス・エネルギー株式会社
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本解説書の変更・廃止

販売実施期間

本解説書の料金プランの販売期間の定めはございません。

定義

（１３）みなし小売事業者

北海道電力管内　：　北海道電力株式会社
東北電力管内　：　東北電力株式会社
東京電力管内　：　東京電力エナジーパートナー株式会社
中部電力管内　：　中部電力ミライズ株式会社
北陸電力管内　：　北陸電力株式会社
関西電力管内　：　関西電力株式会社
中国電力管内　：　中国電力株式会社
四国電力管内　：　四国電力株式会社
九州電力管内　：　九州電力株式会社

（１４）小売電気事業者

（７）契約容量：契約上使用できる最大容量（キロボルトアンペア）をいいます。

（８）契約電力：契約上使用できる最大電力（キロワット）をいいます。

（９）再生可能エネルギー発電促進賦課金：電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法（以下「再生可能
エネルギー特別措置法」といいます。）第36条第1項に定める賦課金をいいます。

（１０）燃料費調整額：お客さまが契約される地域を管轄している旧一般電気事業者であるみなし小売電気事業者が毎月定める「*低圧

供給に係る燃料費調整単価」に当該月のお客さまの使用電力量（キロワット時）を乗じた金額を適用します。 *当社はみなし小売電気
事業者の低圧自由料金プランの燃料費調整単価を適用いたします。

（１２）一般送配電事業者  

（１１）グリーン料金： *プラス・グリーンのプランを契約されるお客様に対して適用される料金をいいます。グリーン単価に当該月のお客
さまの使用電力量（キロワット時）を乗じた金額を適用します。

電気事業法第2条1項第9号に定める一般送配電事業者で、お客さまの供給区域において託送供給等を行う事業者をいいます。

電気事業法第2条第1項第 3号に定める小売電気事業者をいいます。

当社がお客さまに低圧の需要に応じて、送配電事業者の託送供給等約款（以下「託送約款」といいます。）に定める託送供給により、
電気を供給するときの電気料金その他の供給条件は、この料金プラン解説書（以下「解説書」といいます。）によります。なお、本解説
書に記載のない事項については各供給区域の電気需給約款【低圧】に準じます。

（２）電灯： LED、白熱電球、蛍光灯、ネオン管灯、水銀灯等の照明用電気機器（付属装置を含みます）をいいます。

（３）小型機器：主として住宅、店舗、事務所等において単相で使用される、電灯以外の低圧の電気機器をいいます。ただし、急激な
電圧の変動等により他のお客さまの電灯の使用を妨害し、又は妨害するおそれがあり、電灯と併用できないものは除きます。

（４）動力 : 電灯及び小型機器以外の電気機器をいいます。

（５）契約負荷設備：契約上お客さまが使用できる負荷設備をいいます。

（６）契約主開閉器：契約上設定される遮断器であって、定格電流を上回る電流に対して電路を遮断し、お客さまにおいて使用する最
大電流を制限するものをいいます。

(1)  当社は、本解説書を変更・廃止することがあります。

(2) 当社が、本解説書を変更・廃止する際には、変更後の約款または廃止予定日を当社のホームページまたはその他の当社が適切と
判断した方法を通じて周知するものとします。

(3)本解説書が廃止された場合、当社がお客様に対して供給条件の説明、契約締結前の書面交付及び契約締結後の書面交付等を
実施する際は、供給地域の電気需給約款【低圧】第2条（約款の変更）に準じます。

次の言葉は、それぞれ次の意味で使用いたします。ただし、下記に定めのない言葉については、一般送配電事業者の定める約款等
に準ずるものとします。

（１）低圧：標準電圧100ボルト又は200ボルトをいいます。
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（１５）託送供給等約款

(1６) 接続供給

(1７) 接続供給電力量

(1８) 夏季： 毎年7月1日から9月30日までの期間をいいます。

(1９) その他季: 毎年10月1日から翌年の6月30日までの期間をいいます。

(２０) 個別条件: 契約書または契約内容を記載した書面に定める個別の電力需給条件をいいます。

需給契約の成立及び契約期間

電気事業法第18条に規定され、一般送配電事業者が供給区域における託送供給等に係る料金その他の供給条件を定めた
約款をいいます。

一般送配電事業者が当社から受電し、一般送配電事業者が維持および運用する供給設備を介して、同時に、その受電した
場所以外の一般送配電事業者の供給区域内の場所において(電気事業法第 2 条第 1 項第 8 号イに定める離島を除きま
す)、当社の小売電気事業への電気の供給の用に供するための電気を当社に供給することをいいます。

一般送配電事業者が当社に供給する接続供給に係る電気の電力量をいいます。

(1)需給契約は、お客様からの申込みを当社が承諾したときに、約款の規定を契約条件として、成立いたします。

(2)契約期間は、お客さまの申込日から、1年間といたします。但し、契約期間満了の1ヶ月前までに、お客さま、または当社の一方から
相手方に対する書面による意思表示がなされない場合には、電力需給契約は、自動延長されるものとします。

*プラス・グリーン：再生可能エネルギーの電気および *FIT 電気に環境価値を持つ非化石証書等を組み合わせることで、実質的に再
生可能エネルギー100％の電気を供給します。インバランス発生や修繕、事故、系統からの出力抑制依頼などやむを得ない場合に
は、再エネ比率が 100%とならない場合でも追加の証書によりCO2 排出係数ゼロの電気を供給します。

*FIT 電気：FITとは再生可能エネルギー発電所で作られた電気を、電力会社が固定価格で一定期間買い取ることを国が約束する制

度で、国民の皆様の再生可能エネルギー発電促進賦課金を通じたご負担、及び非化石価値取引市場における*非化石証書の売却
収入により賄われています。

*非化石証書：非化石証書とは化石燃料に由来せずに発電された電気の価値が非化石証書として発行されるものです。小売電気事
業者が調達の上、お客様に電気と一緒に提供することで実質的なCO2排出量の削減が認められます。当社は、再エネ由来の非化石
証書を調達することで、実質的に再生可能エネルギー100％の電力を供給しております。

(3)前項の説明および契約期間延長時の交付の方法として、当社は、電磁的方法を用います。この電磁的方法とは、お客さまの電子
メールアドレスに電子メールにより送信する方法、または当社所定のホームページに掲載する方法によるものとします。但し、当社が書
面を交付することを妨げるものではありません。
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（１） 適用範囲

電灯または小型機器を使用する需要で、イ、ロに該当するものに適用いたします。

ロ．契約容量が50キロボルトアンペア未満であること。

（２）供給電気方式、供給電圧および周波数

（３）契約電流について

（４）契約容量について

【算定式】

契約主開閉器の定格電流(アンペア)×電圧(ボルト) × 1/1000 

（５）契約電力について（実量制の場合）

イ．　契約電流は、10アンペア、15アンペア、20アンペア、30アンペア、40アンペア、50アンペアまたは60アンペアのいずれか
とし、お客さまの申出によって定めます。ただし、他の小売電気事業者から当社へ契約を切り替える場合は、他の小売電気事
業者との契約終了時点の契約電流を引き継ぐものとします。

ロ．　一般送配電事業者は、契約電流に応じて、電流制限器その他の適当な装置(以下「電流制限器等」といいます。)、また
は電流を制限する計量器を取り付けます。ただし、お客さまにおいて使用する最大電流が制限される装置が取り付けられてい
る場合等使用する最大電流が契約電流をこえるおそれがないと認められる場合には、一般送配電事業者は、電流制限器等
または電流を制限する計量器を取り付けないことがあります。

契約容量の値は、契約主開閉器により契約容量を定めることとし、契約容量は、契約主開閉器の定格電流にもとづき、以下に
より算定された値といたします。この場合、契約主開閉器をあらかじめ設定していただきます。なお、当社は、契約主開閉器が
制限できる電流を、必要に応じて確認いたします。

なお、交流単相3線式標準電圧100ボルトおよび200ボルトの場合の電圧は、100ボルトおよび200ボルトといたします。ただし、
契約容量を契約主開閉器での算定によりがたい場合は、契約容量をお客さまと当社との協議によって定めます。

契約電力はイまたはロのいずれかによって定めます。ただし、イまたはロのいずれにも算定によりがたい場合は当社との協議
によって定めます。

イ．　各月の契約電力は、次の場合を除き、その1月の最大需要電力と前11月の最大需要電力のうち、いずれか大きい値とい
たします。

①新たに電気の供給を受ける場合は、料金適用開始の日以降12月の期間の各月の契約電力は、その1月の最大需要
電力と料金適用開始の日から前月までの最大需要電力のうち、いずれか大きい値といたします。ただし、当社から電気
の供給を受ける前から引き続き一般送配電事業者の供給設備を利用される場合には、当社から電気の供給を受ける
前の電気の供給は、契約電力の決定上当社から電気の供給を受けたものとみなします。この場合、契約電力決定上の
必要事項は、お客さまより申し出ていただきます。

②契約受電設備を増加される場合で、増加された日を含む1月の増加された日以降の期間の最大需要電力の値がそ
の1月の増加された日の前日までの期間の最大需要電力と前11月の最大需要電力のうちいずれか大きい値を上回ると
きは、その1月の増加された日の前日までの期間の契約電力は、その期間の最大需要電力と前11月の最大需要電力
のうちいずれか大きい値とし、その1月の増加された日以降の期間の契約電力は、その期間の最大需要電力の値とい
たします。

供給電気方式および供給電圧は、交流単相2線式標準電圧100ボルトまたは交流単相3線式標準電圧100ボルトおよび200ボ
ルトとし、周波数は、標準周波数50ヘルツ（北海道電力、東北電力、東京電力管内）及び、60ヘルツ（その他地域）といたしま
す。また、供給電気方式および供給電圧については、技術上やむをえない場合には、交流単相 2線式標準電圧200ボルトま
たは交流3相3線式標準電圧 200ボルトとすることがあります。

プラン名称：　 基本料金ゼロプラン、    基本料金ゼロプラン　プラス・グリーン

イ．契約電流が10アンペア以上であり、かつ、60アンペア以下であること。
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【算定式】

契約主開閉器の定格電流（アンペア）×電圧（ボルト）×1/1000

なお、交流単相3線式標準電圧100ボルトおよび200ボルトの場合の電圧は、200ボルトとします。

契約主開閉器の定格電流（アンペア）×電圧（ボルト）×1.732 ×1/1000

（４）電気料金

*プラス・グリーンの場合、電力量料金にはグリーン料金が含まれます。

料金表

解約金

このプランに解約金はございません。

(a)　供給電気方式および供給電圧が交流単相2線式標準電圧100ボルトもしくは200ボルトまたは交流単相3線式標準電圧
100ボルトおよび200ボルトの場合

(b)　供給電気方式および供給電圧が交流3相3線式標準電圧200ボルトの場合

ただし、契約電力を契約主開閉器での算定によりがたい場合は契約電力をお客さまと当社との協議によって定めます。

電気料金は、基本料金、*電力量料金、燃料費調整額および別表3.(再生可能エネルギー発電促進賦課金)(2)によって算定さ
れた再生可能エネルギー発電促進賦課金の合計といたします(消費税込み)。基本料金と電力量料金に関しては下記の単価
を使用します。但し、解説書に記載の電気料金の合計と個別条件記載の電気料金の合計に齟齬がある場合、個別条件記載
の電気料金を優先いたします。

③契約受電設備を減少される場合等で、1年を通じての最大需要電力が減少することが明らかなときは、減少された日
を含む1月の減少された日の前日までの期間の契約電力は、その期間の最大需要電力と前11ヶ月の最大需要電力の
うちいずれか大きい値とし、減少された日以降12月の期間の各月の契約電力（減少された日を含む1月の減少された
日以降の期間については、その期間の契約電力といたします。）は、負荷設備および契約受電設備の内容、同一業種
の負荷率等を基準として、お客さまと当社との協議によって定めた値といたします。　ただし、減少された日以降12月の
期間で、その1月の最大需要電力と減少された日から前月までの最大需要電力のうちいずれか大きい値がお客さまと
当社との協議によって定めた値を上回る場合（減少された日を含む1月の減少された日以降の期間については、その
期間の最大需要電力の値がお客さまと当社との協議によって定めた値を上回る場合といたします。）は、契約電力は、
その上回る最大需要電力の値といたします。

ロ．　契約主開閉器により契約電力を定めることとし、契約電力は、契約主開閉器の定格電流にもとづき、以下により算定され
た値といたします。この場合、契約主開閉器をあらかじめ設定していただきます。なお、一般送配電事業者は、契約主開閉器
が制限できる電流を、必要に応じて確認いたします。

供給区域 基本料金 従量料金

北海道電力ネットワーク ０円 32.00円/kWh

東北電力ネットワーク ０円 28.00円/kWh

東京電力パワーグリッド ０円 28.80円/kWh

中部電力パワーグリッド ０円 28.50円/kWh

北陸電力送配電 ０円 25.50円/kWh

関西電力送配電 ０円 25.50円/kWh

中国電力ネットワーク ０円 26.50円/kWh

四国電力送配電 ０円 26.90円/kWh

九州電力送配電 ０円 28.00円/kWh
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1. 日割計算の基本算式

(1) 日割計算の基本算定

日割計算の基本算定は、次のとおりとします。

イ      基本料金、定額料金、最低月額料金または定額制供給の料金を日割する場合

1月の該当料金×日割計算対象日数／検針期間の日数

ロ      日割計算に応じて電力量料金を算定する場合

料金の算定期間の使用電力量により算定いたします。

次のいずれかによって算定いたします。

参考のために取り付けた計量器によって計量された使用電力量といたします。

（２）使用された負荷設備の容量と使用時間による場合

使用された負荷設備の容量（入力）にそれぞれの使用時間を乗じてえた値を合計した値といたします。

（３）取替後の計量器によって計量された期間の日数が10日以上である場合で、取替後の計量器によって計量された使用電力量によ
るとき。

取替後の計量器によって計量された使用電力量／取替後の計量器によって計量された期間の日数×協定対象期間の日数

（４）参考のために取り付けた計量器の計量による場合

① 電気の供給を開始し、再開し、休止し、もしくは停止し、または需給契約が消滅した場合。

②契約種別、契約容量、契約電力、力率等を変更したことにより、料金に変更があった場合。

料金の算定期間の使用電力量を、料金に変更のあった日の前後の期間の日数にそれぞれの契約容量または契約電
力を乗じた値の比率により区分して算定いたします。ただし、計量値を確認する場合は、その値によります。

2. 使用電力量の協定

使用電力量を協議によって定める場合の基準は、原則として次によります。

（１） 過去の使用電力量による場合

イ　　前月または前年同月の月間使用電力量による場合

前月または前年同月の月間使用電力量／前月または前年同月の料金の算定期間の日数×協定対象期間の日数

ロ　　前 3ヶ月間の月間使用電力量による場合

前 3ヶ月間の月間使用電力量／前 3月間の料金の算定期間の日数×協定期間の日数

別表

①  電気の供給を開始し、再開し、休止し、もしくは停止し、または需給契約が消滅した場合

料金の算定期間の使用電力量により算定いたします。

②  契約種別、契約容量、契約電力、力率等を変更したことにより、料金に変更があった場合

料金の算定期間の使用電力量を、料金に変更のあった日の前後の期間の日数にそれぞれの契約容量または契約電
力を乗じた値の比率により区分して算定いたします。また、低圧電力のお客さまにおいて、料金の算定期間に夏季およ
びその他季がともに含まれる場合は、料金の計算上区分すべき期間の日数に契約電力を乗じた値の比率により按分し
て得た値により算定いたします。 ただし、計量値を確認する場合は、その値によります。

ハ　　日割計算に応じて再生可能エネルギー発電促進賦課金（最低料金の再生可能エネルギー発電促進賦課金を除きま
す。）を算定する場合。
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計量電力量／｛100 パーセント＋（±誤差率）｝

3. 再生可能エネルギー発電促進賦課金

4. グリーン料金

200円（消費税込）

363円（消費税込）

（２）再生可能エネルギー発電促進賦課金単価の適用

お客さまが、電気料金その他の請求額の明細書の送付をご希望される場合には、請求書発行手数料として１請求毎に以下の
金額をお支払いただきます。なお、複数の供給地点をまとめてお支払いただく場合は、１請求とみなします。

請求書発行手数料

　（１）に定める再生可能エネルギー発電促進賦課金単価は、「電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置
法施行規則」に準じた期間に使用される電気に適用いたします。

（３）再生可能エネルギー発電促進賦課金の算定

イ．再生可能エネルギー発電促進賦課金は、その1月の使用電力量に(1)に定める再生可能エネルギー発電促進賦課金単価
を適用して算定いたします。なお、再生可能エネルギー発電促進賦課金の計算における合計金額の単価は、1 円とし、その
端数は、切り捨てます。

ロ．電力需要者の事業所が再生可能エネルギー特別措置法第１７条第１項の規定により認定を受けた場合で、電力需要者か
ら当社にその旨を申し出たときの再生可能エネルギー発電促進賦課金は、電力需要者からの申出の直後の５月の料金に係
る計量期間等の始期から翌年の４月の料金に係る計量期間等の終期（電力需要者の事業所が再生可能エネルギー特別措
置法第３７条第５項または第６項の規定により認定を取り消された場合は、当該認定を取り消された日を含む計量期間等の終
期とします）までの期間に当該事業所で使用される電気に係る再生可能エネルギー発電促進賦課金は、イにかかわらず、イ
によって再生可能エネルギー発電促進賦課金として算定された金額から、当該金額に再生可能エネルギー特別措置法第３７
条第３項に規定する政令で定める割合として電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法施行令
に定める割合を乗じてえた金額（以下「減免額」という）を差し引いた金額とします。なお、減免額の単位は、１円とし、その端数
は、切り捨てます。

5. 発行手数料等

(1) 請求書発行手数料

グリーン料金は、再生可能エネルギー調達費および非化石価値取引市場で調達する非化石証書の購入価格から算定いたします。
料金の確定次第、ホームページ等にて都度公表いたします。

（５）公差をこえる誤差により修正する場合

なお、公差をこえる誤差の発生時期が確認できない場合は、次の月以降の使用電力量を対象として協定いたします。

イ．お客さまの申出により測定したときは、申出の日の属する月

ロ．当社が発見して測定したときは、発見の日の属する月

（１）再生可能エネルギー発電促進賦課金単価は、再生可能エネルギー特別措置法第36条第2項に定める納付金単価に相当する金
額とし、電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法第十二条第二項の規定に基づき納付金単価を定め
る告示（以下「納付金単価を定める告示」といいます。）により定めます。

お客さまが、コンビニでのお支払いをご希望される場合、また、他のお支払い方法にて決済が出来ず払込票にてご対応いただく場
合、払込票発行手数料として１請求毎に以下の金額をお支払いただきます。なお、複数の供給地点をまとめてお支払いただく場合
は、１請求とみなします。

払込票発行手数料

(2) 払込票発行手数料
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